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第４章　本格調査実施方針第４章　本格調査実施方針第４章　本格調査実施方針第４章　本格調査実施方針第４章　本格調査実施方針

４－１　本格調査の目的

（１） 2015年を目標年次としたダッカ市（固形）廃棄物管理に係るマスタープラン（M／P）の策定

１）　廃棄物収集・運搬・処理・最終処分計画の立案

２）　廃棄物管理に係る行政組織・制度整備・市民参加計画の立案

３）　廃棄物管理に係る施設・機材整備・維持管理・財務計画の立案

（２） 調査期間を通じた技術移転により、先方実施機関の計画策定能力、及び廃棄物管理能力の

向上

４－２　調査対象範囲

（１） 調査対象地域

　ダッカ市庁（DCC）の管轄区とする（360km2と新規都市計画地）

（２） 調査対象とする固形廃棄物

　本開発調査において対象とする固形廃棄物は原則として、DCCが扱う一般廃棄物、産業廃

棄物及び医療系廃棄物とする。ただし、産業廃棄物及び医療系廃棄物に関しては現状把握、問

題点の抽出・整理並びに問題解決のための提言をM／Pのなかで検討するものとする。

４－３　調査項目とその内容・範囲

（１） 調査のフェーズ

　本開発調査は、主に以下のフェーズから構成される。

フェーズ０：本調査内容の周知、及び現地調査実施体制の構築

フェーズⅠ：現況の把握、課題の分析

フェーズⅡ：ダッカ市廃棄物管理マスタープランの策定

フェーズⅢ：提案プロジェクト及びプログラムのモニタリング、フォローアップ
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（２） 調査の内容

１）　フェーズ０：本開発調査内容の周知、及び現地調査実施体制の構築

２）　フェーズⅠ：現況の把握、課題の分析

①　関連資料の収集・分析

②　現地踏査・実査（廃棄物排出・収集運搬・処分・管理の現状、住民衛生意識、社会配慮

環境汚染、廃棄物に関する実査）

③　現況調査（社会経済分析、廃棄物管理体制の組織・法制度、財務・経営状況）

３）　フェーズⅡ：ダッカ市廃棄物管理マスタープランの策定

①　社会・経済フレームの設定

②　廃棄物処理量の予測

③　M／Pの策定（基本方針、初期環境調査、計画諸元、施設計画、運営・維持管理計画）

④　M／Pの評価

４）　フェーズⅢ：提案プロジェクト、及びプログラムのモニタリング、フォローアップ

①　先方実施機関によるM／Pの履行準備の支援、及びモニタリングの実施

②　必要に応じ、本調査終了後フォローアップ若しくは２次調査の実施

４－４　調査フローと要員構成

（１） 調査工程

　本開発調査は、原則として平成15年11月上旬に開始し、約14か月後の終了を目途とする。

Note
IC／R ：Inception Report
P／R ：Progress Report
IT／R ：Interim Report
DF／R ：Draft Final Report
F／R ：Final Report
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（２） 要員構成

　本件調査には、下記の分野を担当する団員を参加させることを基本とする。

１）　総括／廃棄物政策

２）　組織・制度／人材育成

３）　廃棄物収集・運搬計画

４）　住民参加促進／社会配慮

５）　法制度／有害廃棄物管理

６）　財務・経営分析

７）　資源循環システム分析・計画

８）　廃棄物関連施設整備計画／環境影響評価

４－５　調査用資機材

　本格調査の実施に際して、日本側にて調達する必要のある資機材は以下のとおり。

４－６　調査実施上の留意点

（１） 本開発調査の基本認識－キャパシティ・ディベロップメント型開発調査

　本格調査ではダッカ市廃棄物管理のM／Pを策定することが目的であるが、それが現実に実

行され、ダッカ市の廃棄物管理事業を改善する指針とならなければ意味がない。したがって、

今次調査においては、策定されるM／Pそのものの質とともに、先方実施機関であるDCCの本

調査への主体的参加（オーナーシップ）が極めて重要である。

　かかる理由により、本調査においては開発調査として通常取り組まれる技術的な観点での調

査とともに、カウンターパートと一体となった共同作業と、それを通じてのDCC内廃棄物関

係部局間の連携の促進が不可欠である。すなわち情報交換、意思疎通、組織能力向上、秩序形

成、行政組織再編という面でDCCが廃棄物管理事業を円滑に実施できるようにInstitution

Buildingを行うことが必要である。

　つまり、DCCに対しては、単に計画を作成するだけでは廃棄物管理事業実施能力の改善が

望めそうもないため、各関係者を計画づくりに関与させ、彼等のオーナーシップを高めながら

調査を進めていく必要がある。前述の結論に至る根拠として以下の教訓があげられる。

品　目 仕様 数量 調達場所

ポータブルトラックスケール １台 国内調達

パソコン １台 現地調達

プリンター カラー対応 １台 現地調達

コピー機 A3サイズ対応 １台 現地調達
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　1990年代の初めに世界銀行と国連開発計画（UNDP）がDCCの組織の近代化について調査

し、報告書も作成されているが、活用されていない。また、1989～1998年までADBによる都

市開発プロジェクトが実施され、2000年に評価レポートも発行されているが、供与された機

材は維持管理されておらず、ADBはDCCへの協力の教訓として組織強化の必要性をあげてい

る注１。既述のJICA専門家による技術協力においても、組織再編や業務改善を含む具体的な提

案が報告書として提出されたが、現在に至ってもなお実行に移されていない。

　また、現在のDCCの廃棄物管理システムは、長い時間を経て、技術面のみならず、利権の

発生源としても定常化してきたシステムとして存在しているため、その変革は容易ではないと

考えられる。例えば、収集車両も清掃員もその正確な稼働・労働状況を確認できる記録は存在

しない（させない）仕組になっている。このため、本格調査において提案される技術上やシステ

ム上の改善案に対しては、DCC自身が、例えば清掃業務の分担・民間委託や清掃員居住区

（Sweeper Colony）の移転計画を含めて、その実行体制を検討するよう仕向ける工夫が必要で

ある。

　以上説明したように、今回の調査においては、M／Pの策定と並んで、又はそれ以上に、先

方実施体制を如何に強化していくか、現地住民及び関係者を含む、現地調査実施体制をいかに

しっかりしたものに構築できるかが重要である。

（２） １次データの収集の必要性

　合理的な廃棄物管理M／Pを策定する場合、その元になる基礎情報（データ）の取得は不可欠

である。データには大きく分けて２種類、１次データと２次データがある。１次データは生

データであり、一方、２次データは既に取得されている生データのコンパイル、統計と加工に

よって得られるデータである。

　ところで、ダッカ市における廃棄物の発生量や質という最も基本的な情報についてみると、

階層別、地区別の特徴を有すると予想されるにもかかわらず、必ずしも信頼できるデータが蓄

積されていないため、適切な分析ができていない。よって、ゴミの排出源から最終処分に至る

ゴミの流れ（Waste Stream）を定量的・定性的に描くことができていない。DCCとしての公式

の廃棄物関連データは、JICA短期専門家報告書及びDCCの担当者が作成した報告書注２しか存

在しておらず、内容は不十分である。

　そのため正確なデータに基づいた合理的な廃棄物収集プログラムを組むことができず、オー

バーフローが発生するようになる（未回収や違法投棄）。特に90に分かれているWARDごとに

注１ Asian Development Bank: Project Performance Audit Report on Dhaka Urban Infrastructure
Improvement Project (Loan 942-BAN [SF]), Sep. 2001

注２ 2003年にDCCの職員がJICA短期専門家の報告書を改訂したもの。ただし引用しているデータは短期専門家と
同一。
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未収集（違法投棄）、１次収集、２次収集、中間処理、運搬、最終処分のあり方が異なっている

と予想され、具体的に現在のWaste StreamをWARDごとに調査することが非常に重要であ

る。また、本調査団の行う調査結果が今後の公式な基礎データとして利用されることが想定さ

れる。そのため、本格調査団は、現地コンサルタント等の機関へ再委託により、相当規模の基

礎調査を実施する必要がある。加えて、本件調査においては、後述するように、現在実施中で

あるダッカ首都圏地域地図情報整備計画調査団と連携し、収集した１次データをGISに取りま

とめ、計画策定作業の際に利用することとする。

（３） 調査実施体制

　本開発調査においては、調査の円滑な遂行を目的として、７月16日に署名・交換したM／M

に基づきDCCとJICAの合意のもとステアリングコミッティ及びテクニカル・ワーキング・グ

ループを組織するほか、JICA調査団独自のものとして現地有識者による現地アドバイザ

リー・グループ注３を設置する。本調査においては、ダッカ市関係者の主体的参加が調査の成

否を握るため、現地における調査実施体制については留意する必要がある。

（４） 住民参加の促進

　廃棄物管理は住民の生活と深いかかわりをもっているため、そのシステムの変更は住民に直

接的な影響を及ぼす。分別収集、リサイクリング等、ゴミ排出源から集積所までの１次収集改

善策はすべて住民の協力なしには機能し得ない。

　したがって、住民協力を確保し、本件廃棄物管理計画の実施の蓋然性を高めるために、計画

策定段階から住民参加による廃棄物管理を視野に入れる必要がある。そのためにも住民の意思

を正確に反映することが求められる。

（５） DCC内におけるワークショップと公開セミナーの重視

　本開発調査においては以下の３点を目的としてDCC内のワークショップと公開セミナーを

開催する。

１）　DCCを含む行政側の廃棄物管理にかかる認識の改善

　今次調査においては、ステージごと（IC／R、PR／R、IT／R、DF／R）に、DCC内の意

思統一を目的としたワークショップ（又は円卓会議）とDCC外の市民や関係者を対象とした

注３ 現段階で想定される参加者：
・Quamrul Islam Siddique (Executive Director, Dhaka Transport Coordination Board)
・Matiur Rahman (Former Founder Professor of Nephrology Institute of Post-Graduate Medicine &

Research)
・Mizanur Rahman Shelley (Chairman, Centre for Ddevelopment Reseach)
・Ediotor of Daily Star
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公開セミナーを開催しDCC職員が自ら発表してもらう。また、このような発表の機会をも

つことにより、行政側の主体性の向上を目的とする。

２）　地域住民の廃棄物に対する意識の向上、及び主体性の醸成

　ダッカ市における廃棄物管理に係る状況を最もよく理解しているのは現地で生活している

人々である。しかし、廃棄物管理に係る住民の主体性は高いとはいえない。なぜなら、世界

銀行の報告書注４で報告されているように、行政が提供する廃棄物管理事業に不満を抱いて

はいるが、いくらサービスの向上を訴えても一向に改善しないという現実から、DCCに対

し苦情を申し立てることすら諦めている状態である。

　このような現状から、本調査においては、住民こそが廃棄物管理事業の主体であるという

認識をもってもらえるよう、住民を含む関係者に本調査の情報を積極的に提示することとす

る。そして住民の意見を取り入れていくことが重要なアプローチとなる。したがって、本調

査の結果、分析、提案内容を適時住民等関係者に提示し、フィードバックする必要がある。

３）　開発調査進捗状況の周知を通じた、調査提案内容の既成事実化

　本開発調査は提案内容をダッカ市の政策に組み込み、実施することを目的としているた

め、政策決定者及び地域住民に分析結果と提案内容を広く認知させ、本提案内容に沿って、

計画が実施されていくという認識を得る必要がある。

（６） 広報の重視

　（４）に記したとおり、本開発調査の成果はダッカ市住民に広く周知する必要がある。そのた

め、本調査では広報担当団員注５を配置し、多様な広報ツールを活用することが必要である。

主要な広報相手は、１）調査提言内容に係る先方行政官及び政策決定者、２）ダッカ市住民、

３）関連ドナー及びNGO／CBOとする。想定される広報ツールとしては以下のとおりである。

・調査のホームページの開設、若しくはDCCのホームページの活用

・News Letterの発行・配布

・調査ロゴの作成、ロゴステッカー等の配布

・「ゴミの日」キャンペーンなどの市民を巻き込んだイベント

・新聞・テレビ・ラジオ・雑誌などのマスメディアとの協力注６

（７） ダッカ首都圏地域電子地図情報の活用

　現在、実施中の開発調査ダッカ首都圏地域地図情報整備計画にて作成予定の電子地図情報を

注４ World Bank, Bangladesh: Urban Service Delivery, A Score Card
注５ 想定としては、住民参加促進／社会配慮団員を想定する。
注６ 本調査では、バングラデシュ国側に本調査に係るアドバイザリー・グループを創設する。そのメンバーのな

かにDaily Starの編集者を入れることを想定している。



－59－

ベースマップとして利用し、その際、上記調査団に廃棄物担当団員を配置することを検討して

いるため、同調査団と連携のうえ、廃棄物関連のGISを作成し、今次調査において廃棄物問題

の現状把握や廃棄物管理計画を策定する際に活用すること。例えば、WARD区分、土地利用、

大型発生源、ゴミ質・ゴミ量、１次収集単位、中間集積所（合法・非合法）、２次収集単位・経

路、埋立処分場（合法・非合法）、廃棄物管理関連施設、NGO／CBOの活動範囲と施設、その

他の既存資料や現地調査で得られたデータを多層レイヤーとして可能な限り入力し、GISを作

成する。このGISに基づいて、合理的な収集運搬計画の設定、施設整備、新規最終埋立処分場

候補地の立地検討など廃棄物管理計画策定に活用することは非常に有用である。

（８） 社会配慮

　ダッカの街は植民地期以前より長い歴史を有し、また、現在、貧富の差も激しい。したがっ

て、ダッカの各々の地域社会の住民・土地利用（建築基準なども含む）は一様ではない。

NGO、行政にしろ、廃棄物処理に関する取り組みを展開する場合、地域社会の住民の協力な

くして推進できない。したがって、ダッカの何箇所かの特徴的な地域社会、及び廃棄物関連施

設周辺の住民を対象として、環境に関する意識・行動調査を行うことが必要である。

　本調査の実施にあたっては、家庭、地域社会における女性の役割、バングラデシュ特有の生

活習慣、DCC直営清掃員の雇用問題、Matuail最終処分場におけるウェイストピッカー等への

社会的な影響面に対し、十分な配慮を行うことが必要である。

（９） 清掃員の環境・衛生・労働・パートナーシップづくり、他の職業訓練に関する研修の必要

性を確認するための清掃員に対する実態調査

　清掃員が事前にDCCからどのような研修を受けているか、今回の事前調査では確認できな

かった。清掃員に対する研修は、以下の理由で必要と考えられる。

１）　バングラデシュの社会では、清掃員の労働環境は厳しく、廃棄物を扱うという作業内容

から一般住民に芳しくみられていないのが一般である。WARDやその下の地区ごとに廃棄

物処理に関して各ステイクホールダーである住民、NGO、清掃員などが話し合う場合、清

掃員は対等に話し合いに参加する必要がある。環境や労働に関してどのような知識をもって

いるか、作業意欲はどこまで持ち得ているのかの調査を先ず行わなければならない。

２）　その調査結果に従って、彼らに対するケアーは自分たちの職業に誇りを持ち、地域社会

ごとに開催されることを望む各ステイクホールダーの集まりに堂々と清掃員が参加し、意見

を述べることを可能にさせるようにするには、それ相当の意識改革、知識の習得やコミュニ

ケーション能力が要求される。清掃員に対してどのような研修プログラムが必要なのか、単

にそれだけにとどまらないのかなどについて検討する必要がある。
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４－７　調査終了後のモニタリング・フォローアップについて

　本件開発調査の目的の１つに先方実施機関のキャパシティ・ビルディングがあるが、本調査期間

の14か月では先方の能力を向上することは困難である。したがって、本調査においては、M／P策

定後１年間程度、M／Pのなかで提案されたプログラムについて、先方と協議のうえで、当該プロ

グラムの実施に向けた準備や、先方実施体制づくり、地域住民の意識向上のためのワークショップ

の開催、清掃員をはじめとする廃棄物業務従事者の人材育成等、調査の成果の活用を確保するため

の活動を必要に応じ実施し、DCCを支援する。ただし、本フェーズについては、M／P策定におけ

る先方の自主性如何によって実施の是非を決定することとし、本調査のインテリム・レポート説明

協議時に双方協議のうえ決定することとする。
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第５章　団長・副団長所感第５章　団長・副団長所感第５章　団長・副団長所感第５章　団長・副団長所感第５章　団長・副団長所感

５－１　団長所感

（１） はじめに

　バングラデシュの人口１億3,000万人の１割弱がダッカ首都圏に生活する一方、バングラデ

シュの主要産業は農業であり、全人口の８割を農村人口で占めることもこの国の特徴である。

　2,000万tを超える米の生産量はバングラデシュの需要を賄う規模であり、このままの人口増

加が続けばやがて食糧不足となる予測がなされている。

　農村部の貧困により、雇用の場を求めて若年労働者が都市へ流入し、都市においてもスラム

化が進み、犯罪の増加といった社会不安と都市の貧困・環境問題が顕在化している。

　ダッカ首都圏は、世界が直面する都市問題と共通の課題もあれば、途上国としての事情によ

る特殊な課題もある。ダッカ1,000万人の都市において、生活者が直面する都市問題の第１

は、交通混雑と排気ガス大気汚染、第２に都市開発。これは計画的土地利用がなされないこと

による都市の無秩序な開発。更に下水システムの機能低下、廃棄物処置対策の非効率的運営な

どが加わり、不衛生な都市となってしまっている。さらに、貧困者のスラム形成、都市治安の

不安定さもダッカの都市環境を悪化させている要因である。都市の脆弱性は災害に対しても極

めてもろい。

　こうした現状改善のために各国の支援による都市開発は様々な取り組みが行われている。

・雨期の排水対策、乾期の水不足からくるデング、下痢性疾患等の感染症対策は、下水施

設が整備されなくては解決しない。

・河川表流水水質の悪化、地下水の過剰汲み上げによる地下水汚染に対処する上水計画

・交通混雑緩和のための都市交通改善事業

・交通混雑による交通公害、大気汚染対策事業

・ダッカバイパス事業計画（東堤防計画）と洪水対策、及びダッカ土地利用計画

・固形廃棄物、産業廃棄物等の計画的廃棄物対策

・安定的電力供給対策

・低所得者用住宅供給とスラム対策

・電話通信回線の不足に対する通信設備の強化

　都市環境とは、こうした基本生活インフラが整ってこそ初めて、人間が安心して生活するこ

とが可能となる。

（２） ダッカ市固形廃棄物調査実施上の留意点

　ゴミの問題は、人間が生活するうえで必ず発生する。先進諸国は、生活者同士の利害を調整
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し、国民の税金で廃棄物処理対策を講じている。

　それに反して、今回の協力対象のダッカ市は、行政的・財政的に脆弱である。

　今回廃棄物対策の計画を作成するための調査事項を列挙してみる。

①　組織・制度・財政の現状

②　廃棄物対策行政、法律、制令に関する現況と今後の整備のあり方

③　都市計画、土地利用計画

④　環境、社会環境配慮に関すること

⑤　廃棄物処理計画

⑥　廃棄物処理計画データベースの構築（２万5,000分の１、GISデジタルデータ）

⑦　廃棄物、都市環境整備に関する実施計画の策定、並びに実施計画推進のための技術協力プ

ログラムの提言

（３） 事前調査で確認したこと

・現首相の「クリーン・ダッカ」キャンペーンでダッカ市都市整備、環境改善が強く求められて

いる。しかしDCCの行政能力は、縦割り行政機構による都市整備所掌の権限が分散し総合

的事業の実施を難しくしている。地方自治省が主管であり、上下水道公社が首都圏の主要都

市インフラを受け持っている。歴史的にダッカ市庁（DCC）は、常に政争の中心にあり行政

的機能を十分に果たさないままに現在に至る。計画的事業運営、技術者、テクノクラートの

不足が著しい。

・NGO、援助機関の活動と本格調査時における連携あるいは棲み分けは、重要な点である。

しかしながら、DCCは地域の活動の必要性について認識が薄く、９割以上がDCCの業務所

掌であるととらえていることから、日本側から説得力のあるNGO、地域活動の実態と行政

との連携を提案する必要がある

・既存のコミュニティー活動実績のある所を検証して計画に組み込むとともに、ダッカ市住民

の活動を地域から提案報告してもらいそれらを取り入れる方法も本格調査で実施する。また

別途コンサルタントからの提案も十分検討する。

・法整備等の制度政策支援については、調査の前半で、関係省庁とも十分踏み込んで協議を行

う。縦割り行政による廃棄物運営管理行政の不備を是正する根拠ある提案を行う。

・世界銀行等とは異なる日本の協力の特色を示し、LCG会合で日本からの提案を出せるよう

配慮する。

（４） 本格調査に向けての全般的な留意事項

・マスタープラン（M／P）作成、レポート提出で本件調査を終了とせずに、提案した内容を少
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しでも現実のものとするために、レポート提出後１年間程度フォローとプログラム推進・促

進の役割を担うコンサルタントを配置する。ただし、その必要性はドラフトレポート提出時

にバングラデシュ政府と双方協議する。

・別案件のダッカ地図情報整備の成果物を活用して、今までにない精度と質の高いGISデータ

ベースを本件の成果の１つとする。

・調査実施体制に、DCC、DOE（環境局）、LGRD（自治省）を構成とするステアリングコミッ

ティ委員会を設ける。

・ワーキング・グループを構成。バングラデシュ側人材を巻き込む努力をする。

・コンサルタントチームを現地でサポートする。バングラデシュ有識者（日本研修プログラム

参加者等）及びジャーナリスト等による調査支援グループを形成する。

・医療系廃棄物等、ダッカ市が取り扱う家庭一般廃棄物以外の廃棄物処理について、環境社会

配慮を十分に行う。廃棄物収集車両の近代化と、収集車両排気ガス低減化のためにCNGエ

ンジン車両について検討する。

・計画策定は利害関係者の参加も取り込むため積極的に、ワークショップ、セミナーなどを開

催する。計画作成段階のそうしたプロセスがダッカ市廃棄物対策に対する住民意識、行政関

係者の意識改革をもたらすことも、調査の重要な項目と位置づける。

・こうした調査手法を取り入れつつ、決定的に欠けているダッカ市当局の客観的・技術的調査

データの蓄積をもって、相手政府を説得する積極材料とすることも本格調査の基本とする。

５－２　副団長所感

　以下では、各機関での主な面談・協議・調査活動時に気づいた点について一部本文と重複する

が覚書として記述し（５－２－１）、調査結果に基づき、ダッカ市廃棄物管理の特徴と本格調査実

施に向けての留意点について述べる（５－２－２）。

５－２－１　本開発事前調査覚書

（１） ダッカ市長表敬訪問

　出席者：Mayor of Dhaka City

　　　　　Dr. Golam Quadeer M. Chowdhury, Chief Engineer, Dhaka City Corporationほか

　市庁舎の大会議室に市長をチェアーにDCCの関係者と調査団が面談した。市長は、必ず

しも調査団の訪問目的を明確に認識しておらず、冒頭「用件を言いなさい（Speak your

points.）」といった発言がでた。市長は、DCCの廃棄物管理事業担当者らとの内部コミュニ

ケーションも必ずしも十分でないとの印象を受けた。

　団長が目的や概要を説明したあと、個別の議論に入り、佐藤専門家報告書において、開発
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調査を行うにあたっての前提条件として位置づけられていた、DCC内の廃棄物管理業務（現

在は４部局に分散している）の再編統合と単一の廃棄物管理部局（Solid Waste Department）

の設立について質問したところ、「（４部局にまたがっているという）問題は我々も承知して

おり、現在、組織再編について検討中である（We are planning）」との回答を市長側近の

Chief Conservancy Officerから得た。また、この席においても、改めて早期の調査完了

（「2004年３月ごろまでに完了してほしい」）と具体的な改善事業の実行が希望として表明され

た。

　なお、今次調査団に対するDCC側のカウンターパート〔技術部（Engineering Depart-

ment）の主任技官（Executive Engineer）のAnwar Hossain Patwary氏を筆頭とする５名の

技官〕を指名するベンガル語表記の内部文書（名簿）が、この席で団長に対して手渡された。

しかし、このDCCカウンターパート指名は調査団に対して、正式文書によってなされるこ

とはなく、そのため当初は調査団内にも混乱を生んだ。

（２） 最終埋立処分場及び閉鎖した埋立処分場跡地視察

　案内者：Mr. Anwar Hossain Patwary, Executive Engineer, Mechanical Division-2ほか

　ダッカ市中心部から７km程度東南に位置するMatuali地区に唯一稼働中の最終処分場が

あり、DCCの技術部（Engineering Department）職員の案内で、埋立状況の視察を行った。

面積は52エーカーで、その周辺は田畑として利用されている低湿地で今回訪問時のような雨

期には完全に冠水し池となる。当処分場は典型的なオープン・ダンピング方式でトラックに

よって運びこまれたゴミはブルドーザーとパワーショベルによって均され埋立が行われてい

る。覆土はなされず、わずかにトラック移動路に路盤整備のために砂が盛られているにすぎ

ない。埋立は道路高より３m程度の高さまで積まれて埋立終了としている。処分場施設とし

ては監視小屋が設置されているだけでトラック・スケール、柵、ガス抜き、遮水ライナーや

浸出水処理、環境汚染モニタリングといった施設・設備は存在しない。トラック・スケール

がないため、正確な埋立量は把握されていないが、DCCの見積もりでは本埋立地の寿命は

あと２年程度とのことであった。埋立量の正確な把握、衛生埋立技術の導入が焦眉の課題で

あると考えられる。

　当処分場はダッカ市からの幹線道路とは200m程度の侵入路によって接続されており、こ

の侵入路沿いには廃棄物リサイクル業者の店（10数軒）が連なり、品目別に処分場から表採回

収された有価物を買い取っている。これは埋立地周辺に居住する子供を含むウェイストピッ

カーによっており、収集車が到着するたびに投棄場所近辺に集まって、プラスチック、金

属、ガラス、PET、紙、ゴム、木材、古タイヤ、といった有価物を収集している。裸足の

子供が多い。聞き取り調査によれば、有価物買取単価１kg当たりは、PET：３タカ、鉄：
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８タカ、紙：２～３タカ、ガラス・ビン：６タカ、である。

　閉鎖処分場は、ダッカ市街地に近い位置に点在しており、その一例としてMugdhabalaを

視察した。ここでは1992～1995年にかけて埋立を行ってきたが、その跡地に大型スタジア

ムが建設されていた。ただし、スタジアム横の未利用跡地には、住宅地と隣接するにもかか

わらず覆土もされず当時の埋立ゴミがむき出しのままで放置され、その背後に浸出水池を形

成していた。閉鎖工は不完全であり、ガスのベンチレーションなどの施工は見当たらなかっ

た。埋立地の閉鎖技術についても、今後における改善の余地が大きいと考えられる。

（３） LG-LGRD&Cにて開発調査Scope of Works（S／W）の協議

　出席者：Mr. Mohammad Abdullah, Deputy Chief, LGD-LGRD&C

　　　　　Mr. Anwar Hossain Patwary, Executive Engineer, Mechanical Division-2ほか

　地方政府部（LG-LGRD&C）会議室において、LG-LGRD&Cの副部長（Deputy Chief）及

び遅れて出席した部長（Chief）が会議を主宰し、既に提出してあるS／W案及びM／M案に

沿って、討議を行った。会議はDCCの担当者（Patwary氏をはじめとする５名のカウンター

パートが出席）と調査団側の協議とそれをLG-LGRD&Cがバングラデシュの意向を取りまと

めるかたちで進行した。この会議において、再び開発調査の調査期間の短縮と早急の改善事

業実施がLG-LGRD&C及びDCC側より提起された。M／Pそのものに対する認識が欠如し

ており、個別の改善事業実施のための早急な調査を向こう数か月で完了するというのが、先

方の希望であった。結論として座長のLG-LGRD&C副部長の述べた言葉はバングラデシュ

側の本開発調査に対する思惑を如実に表現している。いわく「当方はあくまで早期に調査を

完結し具体的なダッカ市廃棄物管理改善事業に着手したいが、日本側のシステムとしてM／

P策定が必要で、それなくしては事業はできないということならば、そのことに留意せざる

を得ない。あとは実務者レベルの協議にまかせる。」

　また、この会議でバングラデシュ側は、本開発調査において対象とする廃棄物を、現在の

DCCが廃棄物管理で対象としている範囲と対応させ、一般廃棄物のみならず、医療系廃棄

物や産業廃棄物などすべての固形廃棄物を含めるということを、要求した。

（４） 医療系廃棄物・皮なめし工場廃棄物などを視察

　市内の医療施設（医科大学病院）から発生する医療系廃棄物の投棄現場を、DCC技術部と

清掃部の職員の案内で視察した。病院横の街路に投げ捨てられており、事務系ゴミや薬品包

装容器に混じって、血液の付着した脱脂綿やガーゼ、切除臓器片、使用済注射器といった感

染性廃棄物（Biomedical Waste）が多数放置され、公衆衛生上非常に憂慮される状況であっ

た。これらの医療系廃棄物は他の一般廃棄物と同様のルートでDCCの清掃員がトラックに
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積み込んで収集（２次収集）するとのことである。当該病院には２台の焼却炉が設置されてい

たが、排気ガスが有害であるとの懸念から、現在は使用されておらず、医療系廃棄物の全量

が未処理のまま排出されている。

　ダッカ市では皮革産業が活発に営まれており、その初期工程となる皮なめし工場は、ダッ

カ市南部の河川沿いなどに多数操業している。これらの皮なめし工場から排出される固形廃

棄物は皮革の裁断片と包装用ビニールであり、両者とも工場に近在するウェイストピッカー

により回収されてリサイクルされているが、一方、皮なめし工程において排出される六価ク

ロムを含むおそれのある廃液が未処理のまま遊水地に排出されており、六価クロム汚染が懸

念された。皮革工場のクリーナー・プロダクションを含む製造技術改善が必要であると考え

られる。

　なお、河川沿いは、ペレット状に粉砕された廃PETの洗浄と乾燥、廃ビニール・シート

の洗浄と乾燥、廃皮革裁断片の洗浄と乾燥、死骸粉砕鶏肉の発酵飼料化（養殖鯰向け）、など

廃棄物リサイクルの青空工場の様相を呈していた。これらの作業に従事するのは近在のスラ

ムや貧困層の住民とみられる。

（５） DCC技術部にてS／Wの協議

　出席者：Mr. Anwar Hossain Patwary, Executive Engineer, Mechanical Division-2ほか

　前日のLG-LGRD&CでのS／W協議を引き継いで、DCC技術部において、S／W及びM／M

の詳細について逐条的に協議を行った。DCC側は筆頭カウンターパートのPatwary氏が全

面的に対応した（カウンターパート全員の出席はなかった）。この日の議論も結局は調査期間

をできるだけ短縮したいという先方の要求で（４～６か月）、DCC上層部から非常な圧力を

受けている様子で、当方から提案した17か月の計画案を大幅短縮しなければならないとの切

迫した雰囲気が感じられた。結局、ドラフト・ファイナル・レポートを12か月で提出し、14

か月で終了ということで合意に達した。この時点で、開発調査終了後の事業活動について、

「調査終了後、具体的にどのような事業をするか」との質問が出された。それはM／Pの内容

に基づき検討すべきことであり、かつ日本側としても現段階でコミットメントを述べる段階

ではなく、仮に何らかの協力を行うとしてもそれは別のプロジェクトということになる、と

の説明により退けたが、いずれにしても今回の開発調査がその後の廃棄物管理事業への日本

からの支援を前提として受け止められていることを、この発言は示している。
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（６） 環境森林省環境局（Department of Environment）にて情報収集

　面談者：Dr. Omar Faruque Khan（Director General, Department of Environment,

　　　　　Ministry of Environment and Forest: Additional Secretary, Government of

　　　　　Bangladesh）

　　　　　Mr. Abdus Sobhan [Director (Administration)], Department of Environment）

　環境森林省は環境行政を担当する機関であり、そのなかで環境局はその中心となる環境保

全や環境汚染対策に係る施策を実行する部局である。一般に廃棄物管理は、環境行政と密接

な関連を有しており、そのためダッカ市廃棄物管理計画の調査実施にあたって、現行制度の

下でダッカ市の廃棄物管理行政に対する環境森林省のかかわり方や、行政上のデマケーショ

ンを明確にするために面談を行った。なお、環境局には環境行政アドバイザーとして水口専

門家がJICAより派遣中であり、同席いただいた。

　環境局長の説明によれば、廃棄物管理そのものは地方自治体（ダッカ市）の責任の下にあ

り、環境森林省としては各自治体の実施する廃棄物管理行政に対して、助言を行ったりガイ

ドラインを示したりする立場にある。廃棄物に由来する環境汚染（地下水汚染など）が発生し

た場合には、そのモニタリングや対策については、環境森林省環境局が行政上の責任を負う

ことになる。しかし、環境森林省は小規模官庁であるため、現在のところ廃棄物を専門的に

担当する部局や人材を特に配置するには至っていない。これまでのところ、環境局技術部長

〔Director (Technical), Department of Environment〕の統括の下で、産業廃棄物等による

環境汚染に関する調査や汚染源の台帳が作成されている。また、環境森林省の所管する国家

プロジェクトの１つとして、Sustainable Environmental Management（SEM：Dr. Babar

Kabir, Program Coordinator、Tel：018251585）が実施中であり、このなかでも廃棄物管

理に関する問題が多少扱われている。しかし、マンパワーの限界があり、必ずしも十分に廃

棄物分野をカバーしきれていないのが現状である。

　このほか廃棄物分野で環境森林省環境局が担当する業務としては、廃棄物管理にかかる施

設（埋立処分場、中間処理施設など）の建設にあたっての環境アセスメント（EIA）報告書の審

査であり、その審査結果により当該事業の可否が決定される。

　ダッカ市の廃棄物管理M／P作成は大変重要な事業であり、今回のJICAの協力プロジェ

クトには期待している。バングラデシュではこれまでにも廃棄物にかかるいくつかのプロ

ジェクトが行われてきたが、ほとんどの場合、廃棄物の質や量に関する具体的データは引用

の繰り返しで、あまり信頼性がない。今回の調査では、既存資料のコンパイルではなく生

データ（Primary Data）に基づく実証的な調査が必要である。ステアリングコミッティ、

ワーキング・グループの参加や、必要な情報提供などについては、協力する用意がある。
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（７） JICA事務所にてQ. R. Siddique顧問、Matiur Rahman顧問と面談

　本格調査団直属の顧問として、３名のバングラデシュ有識者を迎える計画であり、そのう

ち２名とJICA事務所で面談した（いずれも団長の旧知の方々である）。

　Q. R. Siddique氏からは廃棄物管理に関する並々ならぬ関心の表明を受け、意を強くし

た。同氏には幅広く深い人脈があるようで、ステアリングコミッティ、ワーキング・グルー

プの人選などで教示を受けた。また、氏の公的立場であるダッカ交通調整委員会（Dhaka

Transportation Coordination Board）の委員長としては、市内各所に設置されているゴミ

収集コンテナによる道路交通障害を指摘した。

　M. Rahman氏は、長く医学界に従事してこられた経歴がある医師である。このため、今

回の調査においても問題点としてあがった感染性の医療系廃棄物について、その責任の所

在、廃棄物処理の法制的根拠、現状について意見を交換した。医療現場では感染性の廃棄物

について必要な注意がなされておらず、その監督者となるべき医師に感染性廃棄物処理に関

する認識が低いことが明らかになった。医療系廃棄物に関する現状については情報を収集し

てくださる予定である。

（８） DCC職員の案内で旧市街のゴミ収集状況視察

　DCC職員のうち清掃局（Department of Conservancy）の清掃インスペクター（Conser-

vancy Instructor）クラスの案内で、オールド・ダッカ「ZONE No. 2」のゴミ収集状況（１次

収集と２次収集）を視察した。

　ダッカ市には9 0WARDSがZONE- 1 0 に分かれて存在し、各WARDごとに清掃員

（Sweeper）が清掃インスペクターの指揮の下で各戸、若しくは街路からゴミを手押し車で収

集し（１次収集）、所定のゴミ収集コンテナにゴミを集中している。各WARDにはスチール

製の据付ゴミ収集ボックス、コンクリート製のゴミ収集ビン、スチール製の可動式コンテナ

の３種の「ゴミ集積所」がある。スチール製のコンテナは、そのままトラックにクレーンで吊

り上げて最終処分場に運搬することができ、この運搬用クレーン付トラック本体は外国製

（インドTATA、スウェーデンVOLVO）だが、コンテナはバングラデシュの国産品である。

コンテナは２t、３t、５tの３タイプがZONE-２には計82か所に設置されている。DCCとし

ては可動式のコンテナを増加させ２次収集作業（各ボックスから収集トラックへのゴミ積み

込み作業）を効率化させたいとの方針である。ゴミ集積所からの回収は１日１回ないし２回

（主として夜間と早朝）である。なお、ダッカ全体の数量を正確に把握することはできなかっ

たが、佐藤専門家報告書の概算によればコンクリート及びスチールの据付ボックス・稼働コ

ンテナ合わせて約4,900か所に及ぶ。これらの位置を地図情報にプロットすることが、今後

の基礎情報として重要である。
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　ゴミは分別されずに排出されるが、１次収集の途中清掃員によって、また集積所ではウェ

イストピッカーによって有価物が回収されており、自転車などで運搬している状況が見られ

た。こうしたウェイストピッカーの有価物回収や清掃員の運搬投棄の状況次第で、ゴミ集積

所付近はゴミが散乱している。

（９） NGO ‘Waste Concern’の事務所を訪問及びパイロット・プラント見学

　旧知の三宅団員のご紹介で事務所を訪問し、Executive DirectorのA. H. Md. Maqsood

Sinha氏とDirectorのIftekhar Enayetullah氏から、Waste Concernの活動について概説し

ていただいた。Waste ConcernはUNDPの支援を受けてcommunity-basedの廃棄物管理を

行っており注目すべき成果をあげている。その守備範囲は１次収集と中間処理であり、２次

収集と最終処分はDCCによっている。中間処理のポイントは有機性廃棄物によるコンポス

ト製造であり、これを小規模のコロニー単位で行い、できるだけ初期コストを下げ、収集ゴ

ミの手作業分別により原料を確保するところに特徴がある（‘Decentralized Composting’）。

まだ、パイロット・プロジェクトの段階だが、この方式をより広い範囲に拡大普及するため

には、コンポスト・プラント用の土地の取得（これはダッカ市長が視察に訪れた際、「必要な

土地は提供する」と明言したとのことである）と、運営管理する人材の育成が必要である。

　Mirpurのコンポスト・プラントを訪問した。ここでは、２名の管理者、18名の作業員（う

ち７名はゴミ収集、11名はコンポスト製造関連）によって運営されており、近隣のコミュニ

ティー約1,000世帯の排出ゴミを処理している。もともと大きな民家の庭を改造したもので

ある。コンポストは月産15～20tで、すべて売却している。なお、各戸からの１次収集では

20タカ／月程度の料金を各戸から徴収している。この収集料とコンポスト売り上げにより財

政的に独立採算となっている。なお、作業員の給与（月収）は一般1,000～1,200タカ、作業

監督（兼運搬役）クラス2,500タカである。コンポストはヤードに山積みし、底部に通気トン

ネルを設けた好気性発酵によっており、悪臭発生時にはEM液の撒布が効果的（ただし、そ

れ以外の生産性やコンポスト化の時間には貢献しない）とのことであった。EMのテスト・

プラントも設置されていた。

　また、このコミュニティー近傍にはスラムがあるが、Waste Concernの指導員が入り、

バレル型のコンポスト製造装置（緑色マーク）及び非有機性ゴミ収集バレル（黄色マーク）を６

戸ごとに設置し、排出源分別により有機性ゴミをコンポスト化し、３か月ごとにこれを300

タカで買い取っている。現金収入が動機づけになることから、ゴミ分別状況は良好で、スラ

ム内に著しいゴミの散乱は認められなかった。買い取ったコンポストはプラントにて粉砕調

整され、売却している。現在100バレルを設置済である。

　スラム内には有価物の買取ショップがあり、１kg当たり次のような料金で買取がなされ
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ている。プラスチック：10タカ、金属：９タカ、ゴム：12タカ、紙：10タカ、PET：２タ

カ、ガラス：１タカ、竹：４タカ、木材：４タカ。コンポスト・バレルの設置されているス

ラム２か所を訪問したが、いずれのスラムもゴミの散乱が認めらず、自発的な清掃にとって

大変効果的であると考えられる。

（10） オープン・ダンピング・サイト視察

　Mirpur近郊のBeribudhの道路沿い低湿地には、大規模なオープン・ダンピング・サイト

が存在する。ここはDCCが正規の廃棄物埋立処分場として設定した所ではない。しかし

Matuali処分場はダッカ市街地の東側に位置するため、ダッカ市西部で収集されたゴミにつ

いては、運搬時間に問題があり、暫定的に埋立処分地として利用されている。このため

DCC職員は‘Emergent Illegal Official Damping Site’などと自嘲的に呼んでいる。現場で

は、DCCの廃棄物収集車が頻繁に訪れDCCのブルドーザー２台が均しを行っている。埋積

ゴミから発生した浸出水は低地にプールを造り（Leachate Pond）、一種の酸化池となって

いる。なお、周辺には子供と女性を主体とするウェイストピッカーが存在し、収集車の投棄

場所に群がり有価物を収集している。既に埋められた部分は、閉鎖され道路の拡幅などに使

われている。

（11） DCC収集車基地からの早朝ゴミ収集活動（２次収集）視察

　DCCのCentral Garageに朝６時に訪問し、収集車による収集活動を視察した。VOLVO

製のクレーン付コンテナ運搬車による収集と通常の平積みトラックによる収集で、いずれも

１次収集によって集積されたゴミ集積所の廃棄物を最終処分場（又は、オープン・ダンピン

グ・サイト）まで運搬するものである。

　コンテナ運搬車は、コンテナ設置ポイントでコンテナをクレーンで吊り上げるだけで作業

そのものは極めて短時間に終了する。一方、平積みトラックの場合は、ダストビン（コンク

リート製）又は据付型スチール製ボックスのゴミ集積場を対象とし、作業員３名のスコップ

による積み込み作業にかなり時間がかかる（30分～１時間程度）。荷台が高いため、作業能率

が悪い。なお、スコップでの積み込みときに作業員は、PETやガラス・ビンなどの選別を

行っており、有価物のリサイクルを意識していた。

　車両基地には約200台のトラックが駐車しており、早朝の出動時間であるにもかかわらず

３分の２が不稼働であった。老朽化の激しい車両もあるが、車両運行管理面に問題がある可

能性も大きい。不稼働の原因を明らかにし、効率的な運行計画を講じることにより収集能率

はかなり改善されるものと考えられる。
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（12） 清掃員居住区（Sweeper Colony）視察

　清掃員居住区は、DCCにて働く清掃員が居住する地区であり、25年前にDCCが土地を提

供して開設された。内部には商店や共同トイレ、共同水場などがある。またドイツ人訪問ボ

ランティア（不定期）による健康相談所も設置されている。370世帯、約4,000人の居住者が

おり、うち150世帯が互助組合（Association）を構成している。AssociationのSecretaryから

の聞き取り調査によれば、この地区のDCC清掃員の構成は道路清掃員約200人、ドレーン清

掃員約100人、１次収集ゴミ運搬及び２次収集作業員約100人、である。就業時間は午前６

時～午後２時で１週１休で、月収は2,800～4,000タカである。

　DCCの清掃員としての現在のダッカの廃棄物管理事業の問題点についての意見交換を問

うたところ、排出源での分別（特に「腐りやすいゴミ」と「そうでないゴミ」の分別）ができれ

ば、もっと能率的になるだろう、との発言が出た。また、清掃員の数そのものは現状で足り

ているのではないか、とのことであった。

　清掃員の副収入として、清掃時（１次収集）の廃棄物中やゴミ集積所から回収した有価物の

売却収入があり、コロニーのなかにはその買取専門店もある。買取専門店では、コロニー内

の子供らを使って更に詳細な解体と分別を行っており、分別された素材をリサイクル業者に

売却している。買い取り価格は１kg当たり、くず鉄：12タカ、くず銅：92タカ、アルミ：

85タカ、紙：９～10タカ、ビニール：14タカ、などであった。この買取店にはひっきりな

しに清掃員が訪れ、数キロ単位で有価物を売却しており、店主によれば１日の扱い高は

500kg～１tにも及ぶとのことであった。

（13） DCC技術部にて意見交換

　DCCカウンターパートのPatwary氏からの問題提起で、DCCの廃棄物管理行政にかかる

組織問題について、意見交換を行った。同氏の発言の趣旨は以下のとおりである。

　佐藤専門家報告書にもあるように、DCCの廃棄物行政は現在４部局〔清掃部：Conser-

vancy Department、運輸部：Transport Department、技術部：Engineering Department

（Mechanical Engineering Divisions 1&2）、倉庫部：Store Department〕にまたがってお

り、分断的で統一に欠くという問題点がある。これら関係部局をうまく調整しなければ、

ダッカ市の廃棄物管理行政を改善することもできない。自分は、佐藤専門家の助言を基に、

DCC内にこの調整機能を目的とした「廃棄物技術室」（‘Solid Waste Engineering (SWE) Cell

of DCC’）の設置を立案し、現在、DCC上層部に提案中である（2003年２月同氏が提出した

‘A Proposal for Integrated Solid Waste Management of DCC based on JICA Expert

Study Report’）。しかし、まだ何も決められていない。この案では「廃棄物技術室」の構成

として、以下のようなものを考えている。
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・調整官 １名（Coordinator）

・主任技官 １名（Executive Engineer）

・技官補 ２名（Assistant Engineer）

・事務官 １名（Administrative Officer）

・現場技師 ２名（Sub-Assistant Engineer/Foremen）

・コンピューター・オペレータ１名

・MLSS ２名

　ついては、調査団の意見をうかがいたい。そして異存がなければ、是非上層部にこの「廃

棄物技術室」の設置について強く進言してほしい。必要ならば主席行政官（CEO）に加えて、

市長との再面会も設定する。

　小職は、この提案を受けて、次のように述べた。DCCの廃棄物管理行政改善のため複数

の部局にまたがっている業務を組織的に一本化し、組織再編を行うべきである、というのは

佐藤専門家の報告以来、日本側の変わらぬ提言である。今回の調査団も、既に13日の市長と

の面談で私自身が発言しており、これに対して「現在計画中である」、との回答を得ている。

調査団としては、組織再編は、今回の開発調査を実践するうえでのいわば必要条件とも考え

ており、できるだけ早い時期に組織再編がなされるべきであると考えているので、DCC上

層部との会談の場が設定されれば、何度でもこの提言を行う用意がある。ただし、具体的に

どのような組織形態にするのか、その人事をどうするのか、といった問題は基本的にはバン

グラデシュ政府やDCCの決めるべき内部問題であり、Patwary氏案の可否などを含め、日

本側として介入することはしない（なお、Patwary氏には、コーディネーターに着任し、本

件を取り仕切りたいという思惑が感じられる）。

（14） DCC都市計画部（Urban Planning Department）他にて情報収集

　面談者：Mr. Tapan Kumar Das Gupta, Chief Town Planner, Urban Planning

　　　　　Department, DCC

　　　　　Mr. Abdus Salam, Project Director, Infrastructure Development &

　　　　　Environmental Improvement Project of Metropolitan Dhaka, DCC

　　　　　Mr. Mohammad Asaduzzaman, Research Officer, Urban Planning

　　　　　Departmentほか

　DCC都市計画部には、当初、GIS作成への協力やダッカの都市計画全体における廃棄物

管理の位置づけなどについて、情報収集を行う予定で訪問した。しかし、カウンターパート

としていたDCC清掃部や技術部など現場サイドのエンジニアとはかなり異なった意見を聞

くことができた。
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　まず、このセクションでも、バングラデシュ政府の意向同様、今回の開発調査は短期で終

わり、そのあとの廃棄物管理改善事業が近い将来に日本の協力で実施されると想定していた

ことである。そのうえで、DCC内において都市計画部に詳しい情報がもたらされていない

ことについて苛立ちがあった。これに対して、本開発調査がM／P作成を目的とすること、

調査期間も14か月を見込んでいること、この間、廃棄物管理GIS作成や新規処分場の立地条

件検討などを計画していることから都市計画部の協力が不可欠であることを説明した。先方

は、今回の調査団来訪について、DCC内で全く情報が寄せられておらず、その目的などに

ついて知らされていなかったが、もしM／P策定がプロジェクトの目的であるならば、都市

計画部も協力できる、とした。また、2000年に実施された佐藤専門家の廃棄物分野技術協力

業務をよく承知しており、当時データの提供などで協力しており、佐藤専門家報告書で述べ

ている組織再編の提言は承知していると述べた。そのうえで、現在の事前調査団のカウン

ターパートはPatwary氏をはじめ、低いレベル（Executive Engineer）の現場エンジニア（技

術部と清掃部）のみで構成されており、本格調査時にはこうした職員だけでなく、廃棄物管

理に責任のある高いレベルの職員をトップ、若しくはコーディネーターにした組織にしない

と関係部局間の調整や、単一の廃棄物管理専門部局への組織再編は困難だろう、との指摘を

受けた。当方はこれに応えて、具体的な組織形態や人事構想はDCCの組織である以上、バ

ングラデシュ政府やDCC自身が自ら決断して実行すべき事柄であり、本調査団としては現

行の分断された体制ではなく、単一の廃棄物管理部局が必要であるとの基本的指摘を上層部

に繰り返し行っていく、よって都市計画部としてもDCC内部で積極的にこの件について、

関係者と議論を巻き起こしてほしいと述べた。

　次に、都市計画部に併設されているダッカ首都圏インフラ・環境改善プロジェクト

（Infrastructure Development & Environmental Improvement Project of Metropolitan

Dhaka）の責任者のMd Abdus Salam氏（Director）とも面談した。このプロジェクトはアジ

ア開発銀行の支援があり、資金が比較的潤沢であるとの印象を得た（執務室の設備が立派で

あった）。同氏は廃棄物管理の専門家であるが、現場業務には関係がなく、本開発調査や今

回の事前調査団訪問の詳細については知らされていなかった。

　次に、都市計画部の研究事務官（Research Officer）のMohammed Asaduzzaman氏から、

同氏が担当しているゴミ収集事業民間委託のパイロット・プロジェクトについて情報を得

た。同氏はJICA中国センターの廃棄物総合管理コースの元研修員である。同パイロット・

プロジェクトは2003年度からスタートしたもので、２ZONEの８WARDSを選択して、民間

会社にゴミ集積場からの収集（２次収集）と最終処分場までの運搬を委託している。従来のこ

の業務に必要な経費は年間5,000万タカであったが、民間委託によって4,000万タカと20％

程度経費削減を見込むことができる。同席した民間委託業者の１社L. N. Corporationによ
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れば、DCC直轄の場合の作業と異なるのは、深夜勤務時間を長くして、夜９時～深夜３時

に処分場とピストンでゴミの積み込み運搬を行っており、作業員と機材がフル稼働のためコ

ストが安くなるとのことである（DCCの場合、日給75タカで実質２～３時間、１往復の仕事

量とのこと）。３か月ごとのモニタリングによりこのパイロット・プロジェクトの評価を

行っていく予定である。

　ただし、この民間委託パイロット・プロジェクトには反対意見もあり、DCC内にも異論

があり、マスコミ取材に悩まされた時期もあるとのことで、この方式がDCCの今後の２次

収集の方針となるか否かは不透明である。民間委託方式に反対意見が出る原因として、既存

のDCCスタッフの既得権益（清掃員の雇用確保やトラック運転手の燃料代の着服）などがあ

げられた。これについては今後検討を要する。

　以上の２次収集の民間委託とは別に１次収集は、地域NGOの協力で収集料金（月額30タカ

程度）を徴収して行っていく方針であり、このため市民への普及啓発のプロジェクトを行っ

ていく必要があるとのことであった。また、医療系廃棄物プロジェクトを計画中であるとの

発言があった。

　総じて、計画部局（都市計画部）のスタッフと事業実施部局（清掃部や技術部）エンジニアの

間には組織的な協調が認められず、Plan-Do-Seeのリンクが成立しておらず、かつ情報が

十分に共有されていないとの印象を受けた。そのため、都市計画部内では、事業実施部局の

実際のオペレーションの質について、上述のようなゴミ収集能率の低い問題への批判や、

Matuali最終処分場の埋立オペレーションはたいへん非科学的（Non-scientific）である、と

いったような強い不満も聞かれ、両部門に相互不信があるように感じた。

（15） 民間委託業者による夜間ゴミ収集（２次収集）

　上記の都市計画部のパイロット・プロジェクトである民間委託のゴミ収集運搬状況を現地

で視察した。WARD No. 21では、約１万世帯が４つのゴミ集積所（据付型のスチール製及

びコンクリート製）に排出しており、これらのゴミを１日２台の平積５tトラックで２往復で

収集運搬している。各世帯から排出された廃棄物のゴミ収集所への運搬は、NGOによる戸

別の１次収集、若しくは自発的な運搬によっている。

　作業状況はゴミ集積所から平積トラックの荷台にスコップで作業員がすくい上げ、トラッ

クの荷台が満杯になるとMatuali処分場に向かうというものである。通常２往復し、毎日夜

９時に開始して深夜３時ごろに作業が終わるが、場合によっては早朝までかかることもあ

り、ゴミ集積所からゴミがなくなることが契約条件である。この管理はDCCの監督官が

行っており、その指示に従わなければならない。作業環境は厳しく、十分な照明がないうえ

に、しばしば裸足、簡単なスリッパで作業をしており、怪我や交通事故が懸念された。
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DCCの作業員よりも条件が劣悪であると思われる。民間委託の安価な収集費用はこういっ

たことによっても支えられているのかもしれない。

（16） 国連開発計画（UNDP）との面談

　国連開発計画との面談は時間に余裕がなく、UNDP主催のワークショップの会場で開会

前の10分間程度行った。UNDPとしてバングラデシュの廃棄物管理への関与は、NGO

（Waste Concern）を通してのCommunity-based Solid Waste Managementへの支援と、

環境森林省のプロジェクトであるSustainable Environmental Management Project

（SEMP）への支援の二本柱である。特に、Waste Concernへの支援は中心的な取り組みと

なっている。

　技術的な内容はそれぞれの組織・機関に直接連絡をとって聞いてほしい。

（17） DCCにて主席行政官（CEO）と面談し追加のうえM／M署名

　３日前に新たに着任したDCC主席行政官（Chief Executive Officer：CEO）と面談した。

CEOは政府官僚であり、市長につぐ行政権限をもっている。この会合には、５名のカウン

ターパート全員のほかDCC廃棄物関連部局と都市計画部の長が出席した。席上、今回の調

査団の目的と締結されたS／Wの概要を解説し、その後の議論で、DCCの廃棄物管理行政に

係る組織体制の改善がこのプロジェクトの成功にとって不可欠であるとの指摘を行った。調

査団からの提言として、DCCは少なくとも本格調査時には関係部局の代表ではなく、責任

者（コーディネーター）よりなるカウンターパート・ユニットを組織すべきであること、将来

的には廃棄物管理行政を改善するために、組織再編を検討すべきであること、を述べた。こ

の２本柱の提言を追加のうえM／Mとしてまとめ、CEOとの間で署名交換した。なお、

CEOにこのM／Mへの署名を求めた際、一部上級職員には署名を躊躇する声があった。

　また、調査の目的であるM／P作成について、液晶プロジェクターを用いて副田団員がプ

レゼンテーションを行った。これは開発調査やM／P策定作業の概要を理解するうえで大変

好評であった。

　なお、新任のCEOはダッカ市の廃棄物問題についてほとんど知見がなく、「どのような問

題があるのか」といった質問なども出た。このため本開発調査に対する市長に次ぐ責任者と

はいえ、その当事者性については疑問が残った。

（18） UNDPのワークショップにて情報収集

　UNDP、Waste Concern、環境森林省の共催によるCDMに関するワークショップ

（‘Workshop on Opportunities under Clean Development Mechanism (CDM) in
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Bangladesh’）に出席した。CDMについてのワークショップであることから温室効果ガスの

削減技術が主として議論されたが、廃棄物分野として重要であったのは、埋立処分場より排

出されるメタンガス（バイオガス）の排出量削減事業をCDMプロジェクトの対象とする取り

組みである。オランダのコンサルタント会社Royal HaskoningのHenk Oosterdijk氏が、こ

のメカニズムについて概説し、バングラデシュにおけるCDMの最初の適用例としてMatuali

処分場のバイオガス回収事業で実施すべく検討中であるとの報告があった。同氏からの聞き

取り調査によれば、メタンガス排出ベースラインを測定し、基本設計を行う事前調査（現場

４週間）は既に完了しており、近く報告書をUNDPに提出する予定である。削減方法は、埋

立地のメタンガスの回収・濃縮とそれを燃料とした火力発電であり、５万kW規模の発電が

現実的であるとの結論を得た。この報告に基づき認証を得て、2004年には投資元を探すこと

になると思われる。投資元はまだ決まっていない。この調査にはWaste Concernも協力し

ていたようである。

　このCDM計画が事実ならば、最終処分場計画については設計上の前提条件となるもので

あり、計画の推移について今後十分に留意していくことが必要である。

（19） 旧市街廃棄物リサイクル市場及びイスラマバード地区廃プラスチック再生工場の視察

　ダッカの旧市街にある有価物回収業者のマーケットを視察した。ここではプラスチック、

塩化ビニール、PET、ゴム、金属類などの有価物を買い取り、種類別に手作業で細かく分

類して梱包し、素材ごとにリサイクル業者への売却を行っていた。買い取りは現金、若しく

は、リサイクル製品との物々交換で行われており、街・区全体が買い取り店、選別作業所、

リサイクル製品販売店から成り立っていた。その規模は不明であるが、ある店主によればこ

の街・区では５～10t/日は扱っている、とのことであった。聞き取り調査による買取単価１

kg当たりは以下のとおりである。プラスチック（ポリエチレンなど軟質のもの）：22タカ、

塩化ビニール（硬質プラスチック）：８タカ、ゴム：12タカ、銅100タカ、ゴム草履底：２タ

カ、鉄：10タカ。手作業選別に豊富で安価な労働力（子供・女性から老人まで）が従事してお

り、これが均質の素材原料を保証し、リサイクルを可能にする原動力と考えられる。

　次に、これらの有価物のリサイクル品製造工場地区の典型ということで、イスラマバード

地区を視察した。ここではプラスチックのリサイクルが行われており、再生品が製造されて

いる。業種としては、持ち込まれた材料の色分け高度分別とシュレッダーによる裁断・ペ

レット製造工場、再溶融とリサイクル製品製造工場、リサイクル製品販売店が集中してい

る。いずれも小規模で数人から十数人の規模の経営であった。リサイクル製品は主として軟

質のプラスチックは靴やスリッパ、硬質プラスチック（塩化ビニール）はパイプである。バー

ジン・マテリアル製品に対して十分競争力のある市場価格を設定できるとのことである。軟
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質プラスチックの工場は約200軒、硬質プラスチックの工場は10～20軒営業している。

　イスラマバード地区で参考に視察した廃プラスチック再生工場では、種類別に分別され

シュレッドされた材料を溶融し整形して、スリッパを製造していた。数10m2の部屋２室に

３ラインの機材と10数人の工員が入り、高温で換気の悪いなかで作業を行っていた。排気ガ

スなどの対策はなく労働条件や環境汚染対策は劣悪である。１日500ダースのスリッパを製

造し、１足30～35タカ（素材費は13～14タカ）で販売するとのことで、マーケットとして十

分成立する状況であった。こうしたリサイクル工場はダッカ市内の各所にあり、金属、紙、

ガラスなどの材料別に営業している。PETのみは中国・インドに輸出している。

（20） M. R. Shelley氏との面談

　JICA事務所にてDr. Mizanur Rahman Shelleyと面談した。同氏は非営利組織のCentre

for Development Research, Bangladesh（CDRB）のChairman、及びAmerican Institute

of Bangladesh Studies（AIBS）のOversea Directorを務めており、治安関係を含むバング

ラデシュ国内に幅広い人脈を有する人物で、JICAバングラデシュ事務所は安全対策高級ク

ラークをお願いしている。今回の開発調査（本格調査）においては顧問として調査団への助言

を担当していただくことになっている。廃棄物管理を行うにあたってのDCCの行政指導や

取り締まりの権限が法整備の不完全な現状のもと、必ずしも明確でない。同氏の話によれ

ば、違法投棄に対する罰金は１回50タカとのことであるが、DCCのどのレベルがこの権限

を行使しているのか、実際の取り締まり状況については明瞭でないので、Enforcementの仕

組みを検討する必要があると、助言を受けた。

　なお、同氏の所属するAIBSではSolid Waste Managementの専門家（米国）がおり、当地

に来訪することもあるので、機会をみて調査団との情報交換を勧められた。

５－３　本格調査にあたっての留意点

　これまでJICAは廃棄物管理分野の開発調査として多くの経験があるが、開発調査の結果として

M／Pなどの計画が策定されても、なかなか実際の事業に結びつかず、いわば「絵に描いた餅」とな

るケースが認められる。また、こうした状況を見越してか、開発調査におけるパイロット・プロ

ジェクトが事実上、自己目的化しているケースがある。こうした問題点は今回の調査準備当初に

岡崎団長からも指摘されているところであるが、制度上の限界は別として、こうした事態が発生

する原因は、（１）相手側の参加や主体性といったオーナーシップに係る問題、（２）環境負荷の社会

的コスト負担に係る社会経済的問題、（３）「適正技術」（Appropriate Technology）に係る問題、の

３点に絞られると考えられる。

　今回の開発調査では、調査の成果（すなわち「マスタープラン」）が真に今後のダッカ市の廃棄物管
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理事業の改善に生かされるものとなるために、改めて上記の３点を留意すべき課題としてとらえ、

調査を行う必要があると考える。また、調査のアプローチの方法として、これまでの廃棄物分野

の技術協力の経験からしばしば指摘されている命題である「廃棄物管理はそれぞれの国や地域に

よって特色があり、一般的な処方箋は存在しない。固有の社会的・文化的背景の下、それぞれの

国や地域の現状において廃棄物管理システムや方法の長所を生かしながら、廃棄物管理システム

を改善する」との観点に留意して調査を行う必要がある。

　次に各課題に沿って、特記すべき留意点を述べる。

（１） DCCのオーナーシップをいかに強化するのか？

　バングラデシュにおいては、廃棄物管理のみならず上下水道整備など多額の資金を要する事

業について、自国の財源のみで賄うことができない都市インフラ整備を、海外からの援助や借

款に依存してきた経緯がある。廃棄物管理についても、既存の清掃・廃棄物収集システムを改

善し、Community-based Solid Waste Managementを発展させたり、収集車両の導入によ

り運搬能力増強を図ったり、最終処分場を整備したりするといったことが国際機関や欧米諸国

の援助協力によってなされてきた。バングラデシュ側、そして廃棄物に直接の責任を負うDCC

側にすれば、日本との技術協力（本開発調査）はこの延長線上にあり、DCC側の日本政府に期

待する内容や本開発調査の受け取り方は、M／Pではなく、その後に続くと想定している無償

資金協力（ないし借款）事業に眼目がある。事実、JICA短期専門家の佐藤専門家の報告書によ

れば2000年にDCCは日本政府に対して、廃棄物管理機材（ゴミ収集車両や埋立重機、中間処理

施設など）総額27億8,000万円の無償資金協力を要請している。今回のS／W協議での冒頭から

バングラデシュ側・DCC側によって繰り返し主張されてきた「マスタープランは不要である。

できるだけ早く事業をしてほしい」との主張は、このような認識を象徴的に示している。

　この意味で、M／Pを策定することを目的とする「開発調査そのもの」についてのDCC側の

オーナーシップは、現状ではかなり希薄であるといわねばならない。

　しかし、M／Pは不要だろうか。佐藤専門家の６か月にわたる技術協力の結果（2000年）や今

回の事前調査団における調査が明らかにしたように、個別のコンポーネントの増強・改善の前

提として必要な廃棄物管理マスタープランがDCCには欠如しており、そのため総合的なマネー

ジメントを行うことができない。DCCの限られたリゾースが必ずしも合理的に配置されてい

ない現状にある。それは、行政組織的には都市計画（Planning）部門と事業実施（Engineering）

部門の乖離が著しく、廃棄物行政の意思決定プロセスが不透明で、個別コンポーネントごとに

関係部局がばらばらに事業実施にあたってきているという現状に端的に現れている。すなわ

ち、DCC内にはPlan-Do-Seeの一連のプロジェクト・サイクルを管理する廃棄物管理専門部

局が存在せず、したがって、オーナーシップの主体が事実上あいまいであるという「反語的」な
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状況にある。

　オーナーシップを強化することはM／Pの具体化・実践・持続性と直接関係することであ

り、この強化が本格調査における最大の課題のひとつである。M／Pとはどのような目的で作

成されるのか。何故M／Pが必要なのか。という、本来はプロジェクト形成時に相互に確認さ

れたであろう基本点について、改めてDCC廃棄物関係者全員の出席する会議を開催し、必要

な説明を行う必要がある。

（２） カウンターパートが鍵である

　DCCの廃棄物管理行政における組織的弱点と、それが本開発調査のオーナーシップに否定

的役割を果たしていることについては、既に述べた。このような現状のもとで、オーナーシッ

プを確立するためには、DCC内部の意思疎通がまず必要である。既に述べたように、DCC内

部では清掃部・運輸部・技術部といった事業部と、都市計画部やプロジェクトの間で十分な意

思疎通や政策調整がなされず、例えば、２次収集の民間委託事業についてはDCC内部の部局

間ですら対立している。もちろん実際の行政を行うにあたっては、こうした異論や意見対立を

調整し、一本化した方針のもとで業務実施にあたる必要がある。また収集・運搬・最終処分と

いった廃棄物処理の各コンポーネントは、一連の流れのなかで計画されリゾースが投入される

べきである。個々の部局の上に立つCEOや市長は、本来こうした調整機能を有するはずであ

るが、実際には政府からの短期的な出向官僚であったり選良であるという立場上の不安定さか

ら、廃棄物管理事業という具体的な事業について、調整実務を行うということは期待できな

い。よって意思決定に透明性を欠くものとなっている。ここに、現行の錯綜した行政組織を再

編し、廃棄物管理に関する独立した部局を設置するという提言の根拠がある。DCCは上級職

員を含め、組織再編の必要性について一定の理解を示し計画中であるとの意向を示すものの、

上級官庁や法的制度の制約からその実現は必ずしも明確ではなく、あるいは一定の困難が予想

される。

　したがって、本格調査にあたっては、DCC内の廃棄物管理行政に関するすべての部局を代

表し、かつ、M／P策定調査についての実務権限を有するカウンターパートの存在が鍵とな

る。このため事前調査団は、本格調査開始にあたって、開発調査のカウンターパート・ユニッ

ト（CPU）の設置を提言した（第２M／M）。これは、DCC内の措置として対応できるものであ

り、本格調査の開始にあたって不可欠の条件というべきものである。また、本格調査時に調査

団はCPUの重要性を十分に状況を把握して、CPUとの意思統一及び共同作業を重視し、CPU

の権限・能力を尊重・強化する方向で配慮する姿勢が必要がある。CPUは構想されるべき廃

棄物管理専門部局の基本となる可能性もあり、技術協力事業として果たすべきInstitution

Building（秩序形成・組織づくり）としても重視されるべきである。
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（３） NGOに学ぶ－その経験・実績・システムの評価と継承が必要である

　ダッカ市の廃棄物管理事業におけるNGOの活動は、Waste Concernにみられるように、質

的に大変優れたものであり、DCCの廃棄物管理に対する認識を凌駕する面がある。また、

DCCの廃棄物管理事業の手の及ばないスラムなどに対する活動実績には瞠目すべきものがあ

る。これらの優れた経験やシステムは、廃棄物管理のM／Pを策定するなかで継承していくべ

きコンポーネントであろう。

　ところで、NGOの活動はDCCの１次収集を補完若しくは競合する性格があり、かつ、DCC

の２次収集や最終処分を前提とするものでもある。こうしたNGOの活動はUNDPなどの支援

を受けたことや市長が協力を表明しているなど、一定の公的認知を得ている。しかし、現状で

はその活動規模はDCC全体の廃棄物処理量の数パーセント（90WARDS中の数WARDS）をカ

バーしているにすぎず、率直に言ってDCC当局者は過小評価の傾向にある。したがって、本

格調査にあたっては、DCC、NGO、市民、研究者を含む公開セミナーなどを通じてのNGOや

市民レベルの実践家とDCCの間の意見交換と経験交流は極めて重要な課題であろう。

（４） 廃棄物管理事業の労働環境

　廃棄物管理事業の個々のコンポーネントの現場で働くDCC職員や民間委託先作業員は労働

衛生上たいへん劣悪な条件で働いている。作業衣支給（DCC）、マスクの支給（Waste Concern）

など部分的な措置は講じられているが、詳しい実態や労働災害は明らかになっていない（かつ

て、我が国でも廃棄物部局は労働災害の多い現場であった）。こうした作業環境の改善にも留

意してM／Pを作成する必要がある。

（５） Institution Building支援としての開発調査

　本格調査ではダッカ市廃棄物管理のM／Pを策定することが目的であるが、それが現実に実

行されダッカ市の廃棄物管理事業を改善する指針とならなければならない。そのために、策定

されるM／Pそのものの質とともに、DCCのオーナーシップが極めて重要であることを指摘し

た。

　したがって、本格調査においては開発調査として通常取り組まれる技術的な観点での調査と

ともに、カウンターパートと一体となった共同作業（これは当初から社会開発調査第二課が強

調していることでもある）と、それを通じての、DCC内廃棄物関係部局間の意思疎通、組織能

力向上、秩序形成、行政組織再編といった、DCCの廃棄物管理事業のInstitution Buildingへ

の支援とでもいうべき要素が必要になる。いわばM／P策定にとどまらずマネージメントを含

むソフト重視プロジェクト的な開発調査が求められている。

　以上の各課題と留意点、対処方針（案）をまとめると、次の表５－１のようになる。
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表５－１　ダッカ市廃棄物管理計画調査（本格調査）実施上の留意点

課題項目 明らかにされた現状と問題点 本格調査での留意点と対処方針案

DCCの組織

・４部局にまたがる分散的実施体制
・計画部局と実施部局の間に調整がな
い

・廃棄物管理部局がない

・CPU及びその責任者の任命を要求
・DCC関係部局会議の早期開催
・廃棄物管理部局設置の方向で助言

本開発調査に対
するオーナーシ
ップ

・廃棄物管理改善についての強い意思
はあるが、マスタープラン策定の意義
が無理解

・開発調査の後の無償供与又は借款事
業に関心が向いている

・DCC関係部局会議を開催し、本開発調
査の趣旨と方針について説明

・CPUとの共同作業のなかで自助努力
や自主性を啓発する

廃棄物管理のコ
ンポーネント
（発生、収集、
運搬、中間処理、
最終処分）

・Waste Streamの実態把握が不十分で
ある

・発生廃棄物の１次データが不足して
いる

・収集・運搬の合理性に疑問がある
・清掃員（１次収集）の実態が不明瞭
・医療系廃棄物の実態が不明
・産業廃棄物の実態が不明
・最終処分場（legal/Ilegal）の改善が必
要

・CDMプロジェクトが構想されている

・フィールド調査の重視しゴミの質と
量の具体的データを多数取得する

・収集・運搬のT／M調査を実施
・車両運行計画、清掃員業務調査
・医療系廃棄物インベントリー作成
・産業廃棄物インベントリー作成
・ダッカ廃棄物GISの作成
・処分場環境改善、新規処分場計画
・UNDP他から情報収集

NGO・民間企業
との連携

・先進的な経験の総括と継承が必要
・今後どう継承・拡大していくのか
・民間委託事業の評価と方針

・NGO、市民、研究者、DCCを含む公
開セミナーを開催する

・取得データによる評価及び都市計画
部との調整をCPUによって行う

リサイクル・マ
ーケット

・リサイクルされるマテリアル・フロー
の実態把握が必要

・市場メカニズム（採算性）の検討が必
要

・フィールド調査を重視し、リサイクル
のインベントリー作成、GIS

・市場実勢価格の把握と雇用人口

社会配慮
・市民参加
・スラムの廃棄物管理

・セミナーの開催
・スラムの実態把握、GIS

作業条件
・労働災害の実態把握
・改善点の抽出

・分野別ワークショップの開催

総　括 ・廃棄物管理M／Pの策定
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